
 （陳受 31第３号）  

 最低賃金の大幅引き上げによる改善を国及び東京都に求める意見書提出に関す

る陳情  

受理年月日  平成 31年２月 14日  

 

陳   情   者  
 

三鷹市下連雀４－ 17－ 12 土屋ビル２階  

  武蔵野三鷹地区労働組合協議会  

                           陳   情   の   要   旨  

 

ワーキングプアと称される働く貧困層の増大が社会問題となって久しくなりま

す。  

2017年度の年収 200万円以下の労働者は、 1,828万人・雇用労働者の 33.5％にま

で増大、非正規労働者数も 37.3％にまで増大しています。（総務省統計局労働力

調査平成 29年平均（速報）より）  

現在東京都の最低賃金は時間額 985円となっており、週 40時間・年 50週（年末年

始及び５月連休を除く）を働く労働者の場合、年収 197万円・月収約 164,000円と

なります。  

憲法 25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

る」ことを保障していますが、非正規労働者を初めとする多くの低賃金労働者は

ダブルワークやトリプルワークでやっと生活を維持し、「年金掛金が払えない」

「国民健康保険税が払えない」「病気になっても医者にかかれない」という悲痛

な声が労働組合に寄せられています。  

最低賃金は、８時間働けば誰もが憲法 25条に定める生活ができる生計費を保障

する水準に改善されるべきです。  

この数年、最低賃金は毎年 10円の単位で改善されてはいますが、速やかに時給

1,500円となるよう改善を求めます。  

政府も、「中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環境を整備するため、生

活衛生業など最低賃金の引上げによる影響が大きい業種を対象に、生産性や収益

向上のための相談事業を実施するとともに、下請中小企業振興法に基づく振興基

準の徹底により、親事業者が下請事業者からの労務費上昇に係る取引対価見直し

の協議要請に応じることを促すなどの取組を行う」（経済財政運営と改革の基本

方針 2018）と述べています。  

下記項目についての意見書を武蔵野市議会として国及び東京都の関係諸機関に

提出することを求めます。  

 

記  

 

 １  法定労働時間の労働で健康にして文化的な最低限度の社会生活ができる賃金  

を保障するため、最低賃金を大幅に引き上げること。  

 ２  最低賃金引き上げに対応する賃上げが困難な中小・零細企業に対し、最低賃  

金の引き上げに対応できるよう国及び東京都による支援を行うこと。  

 

 


